
 

 

自殺対策基本法の一部を改正する法律案 概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 国による地方公共団体

に対する必要な助言その他

の援助 

国の責務の改正（第３条第３項） 

○ 都道府県・市町村は、それぞれ都道府県自殺対策計画・市町村自殺対策計画を定める 

〔調査研究等の推進・体制の整備〕（第 15条） 

① 自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自

殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究・検証及びその成果の活用の推進・先

進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供 

② 国・地方公共団体による①の施策の効率的かつ円滑な実施に資するための体制の整備 

〔人材の確保等〕（第 16条） 

  自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるに当たって、大学、専修学校、

関係団体等との連携協力を図る旨の規定を追加 

〔心の健康の保持に係る教育・啓発の推進等〕（第 17条） 

① 国民の心の健康の保持に係る施策として「心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進並びに相談体制の

整備、事業主、学校の教職員等に対する国民の心の健康の保持に関する研修の機会の確保」を規定 

② 学校は、保護者・地域住民等との連携を図りつつ、各人がかけがえのない個人として共に尊重し合いな

がら生きていくことについての意識の涵
かん

養等に資する教育・啓発、困難な事態、強い心理的負担を受けた

場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教育・啓発その他児童・生徒等の心の健康の保持に係

る教育・啓発を行うよう努める 

〔医療提供体制の整備〕（第 18条） 

  自殺のおそれがある者への医療提供に関する施策として、良質かつ適切な精神医療提供体制の整備、

精神科医とその地域における心理、保健福祉等に関する専門家、民間団体等との円滑な連携の確保を規定 

○ 政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織を整備 

必要な組織の整備（第 25 条） 

○ 自殺予防週間(９月10日～９月16日)

を設け、啓発活動を広く展開 

○ 自殺対策強化月間(３月)を設け、自殺

対策を集中的に展開 

自殺予防週間・自殺対策強化月間（第７条） 

○ 国、地方公共団体、医療機関、

事業主、学校、民間の団体

その他の関係者による相互

の連携・協力 

関係者の連携協力（第８条） 

○ 平成 28年４月１日から施行 

施行期日（附則） 

○ 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個人として尊重されるとともに、

生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資する

ための支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨として、

実施されなければならない 

○ 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に

実施されなければならない 

基本理念の追加（第２条第１項・第５項） 

○ 目的規定に「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処していくことが

重要な課題となっていること」を追加 

目的規定の改正（第１条） 

○ 国は、都道府県自殺対策計画・市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対策のために

必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都道府県・市町村に対し、交付金を交付 

都道府県・市町村に対する交付金の交付（第 14 条） 

都道府県自殺対策計画等（第 13 条） 

基本的施策の拡充 


